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(57)【要約】
【課題】読取対象物のサイズにかかわらず、読取対象物
の表面を光学的に読み取る読取部に読取対象物を密着さ
せて、確実に読み取る。
【解決手段】カード型記録媒体Ｓｂの表面を光学的に読
み取る表面スキャナー１１１と、表面スキャナー１１１
に対してカード型記録媒体Ｓｂを搬送する搬送機構１０
０とを備え、表面スキャナー１１１は、長手形状に構成
され、搬送機構１００によってカード型記録媒体Ｓｂが
搬送される搬送路Ａの幅方向に延設され、搬送路Ａに位
置するカード型記録媒体Ｓｂに近接するように搬送路Ａ
に向けて付勢され、搬送路Ａに連なる手差口１５に、カ
ード型記録媒体Ｓｂを表面スキャナー１１１の幅方向の
中心Ｃを通る位置に案内する凹形状部６１を設けた。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取対象物の表面を光学的に読み取る光学読取部と、前記光学読取部に対して前記読取
対象物を搬送する搬送機構とを備え、
　前記光学読取部は、長手形状に構成され、前記搬送機構によって前記読取対象物が搬送
される搬送路の幅方向に延設され、前記搬送路に位置する前記読取対象物に近接するよう
に前記搬送路に向けて付勢され、
　前記搬送路に連なる挿入口に、前記読取対象物を前記光学読取部の幅方向の中心を通る
位置に案内する案内部を設けたこと、
　を特徴とする光学読取装置。
【請求項２】
　前記搬送路の幅方向に並べて配置された複数の搬送ローラーを有し、
　前記案内部は、前記読取対象物を、少なくとも２つ以上の前記搬送ローラーに跨る位置
に案内すること、
　を特徴とする請求項１記載の光学読取装置。
【請求項３】
　前記搬送ローラーによって前記読取対象物の先端を整列板に突き当てて前記読取対象物
の向きを整える整列動作を実行可能に構成され、前記整列動作時に前記読取対象物の整列
状態を検出する整列検出センサーを備え、
　前記案内部は、前記整列検出センサーによって検出可能な位置に前記読取対象物を案内
すること、
　を特徴とする請求項２記載の光学読取装置。
【請求項４】
　前記挿入口から前記読取対象物が挿入されたことを検知する媒体検出センサーを有し、
　前記案内部は、前記媒体検出センサーにより検出可能な位置に前記読取対象物を案内す
ること、
　を特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の光学読取装置。
【請求項５】
　前記案内部は、前記挿入口よりも細幅の前記読取対象物の両側端をガイドする凹形状部
であること、
　を特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の光学読取装置。
【請求項６】
　記録媒体の表面を光学的に読み取る光学読取部と、前記光学読取部に対して前記記録媒
体を搬送する搬送機構と、該搬送機構により搬送される前記記録媒体に記録する記録部と
を備え、
　前記光学読取部は、長手形状に構成され、前記搬送機構によって前記記録媒体が搬送さ
れる搬送路の幅方向に延設され、前記搬送路に位置する前記記録媒体に近接するように前
記搬送路に向けて付勢され、
　前記搬送路に連なる挿入口に、前記記録媒体を前記光学読取部の幅方向の中心を通る位
置に案内する案内部を設けたこと、
　を特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学読取装置、及び、この光学読取装置を備えた記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機やスキャナー装置の光学読取装置では、読取対象物の表面を光学的に読み
取る読取部に対し、ローラー等により構成される搬送部によって読取対象物を搬送し、読
取対象物を読取部に押し付ける付勢部材と読取部との間に読取対象物を狭持して、読取部
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を読取対象物に密着させた状態で読み取るものが知られている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１２４６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のような光学読取装置では、種々の幅や厚さの読取対象物に対
応することは容易ではなかった。例えば、上記付勢部材に対して読取対象物の幅が小さか
ったり、幅が小さい上に厚みがあったりすると、付勢部材が傾いてしまうことがあった。
このため、読取部を読取対象物に適切に密着させることができず、読み取り品質に影響を
及ぼす可能性があった。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、読取対象物のサイズにかかわら
ず、読取対象物の表面を光学的に読み取る読取部に読取対象物を密着させて、確実に読み
取りできるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明は、読取対象物の表面を光学的に読み取る光学読取部
と、前記光学読取部に対して前記読取対象物を搬送する搬送機構とを備え、前記光学読取
部は、長手形状に構成され、前記搬送機構によって前記読取対象物が搬送される搬送路の
幅方向に延設され、前記搬送路に位置する前記読取対象物に近接するように前記搬送路に
向けて付勢され、前記搬送路に連なる挿入口に、前記読取対象物を前記光学読取部の幅方
向の中心を通る位置に案内する案内部を設けたことを特徴とする光学読取装置を提供する
。
　この構成によれば、挿入口に設けた案内部によって、読取対象物が、搬送路の幅方向に
延設された光学読取装置の幅方向の中心に案内されるため、読取対象物を光学読取装置の
中心で挟み込むようにして読み取ることができる。これにより、読取対象物のサイズにか
かわらず、読取対象物に対して付勢された光学読取装置が傾くことを防止でき、光学読取
装置を読取対象物に密着させることができるため、確実に読み取りを行うことができる。
【０００６】
　上記構成において、前記搬送路の幅方向に並べて配置された複数の搬送ローラーを有し
、前記案内部は、前記読取対象物を、少なくとも２つ以上の前記搬送ローラーに跨る位置
に案内しても良い。
　この場合、幅方向の少なくとも２つ以上の搬送ローラーによって読取対象物が搬送され
るため、読取対象物が傾いた状態で搬送されることを防止できると共に、読取対象物のサ
イズにかかわらず読取対象物を安定して搬送できる。
【０００７】
　また、前記搬送ローラーによって前記読取対象物の先端を整列板に突き当てて前記読取
対象物の向きを整える整列動作を実行可能に構成され、前記整列動作時に前記読取対象物
の整列状態を検出する整列検出センサーを備え、前記案内部は、前記整列検出センサーに
よって検出可能な位置に前記読取対象物を案内しても良い。
　この場合、読取対象物の先端を搬送ローラーによって整列板に突き当てて整列する際に
、案内部によって整列検出センサーに読取対象物が案内されるため、読取対象物のサイズ
にかかわらず整列状態を正しく検出して確実に整列できる。
【０００８】
　また、前記挿入口から前記読取対象物が挿入されたことを検知する媒体検出センサーを
有し、前記案内部は、前記媒体検出センサーにより検出可能な位置に前記読取対象物を案
内しても良い。
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　この場合、案内部によって読取対象物が媒体検出センサーに案内されるため、読取対象
物のサイズにかかわらず、読取対象物の挿入を確実に検出できる。
　さらに、前記案内部は、前記挿入口よりも細幅の前記読取対象物の両側端をガイドする
凹形状部であっても良い。
　この場合、挿入口に凹形状部を設ける簡単な構成によって、読取対象物を案内できる。
また、凹形状部は窪んでいるため、凹形状部の幅よりも幅の大きな読取対象物を挿入口に
挿入する際に邪魔にならない。
【０００９】
　また、本発明は、記録媒体の表面を光学的に読み取る光学読取部と、前記光学読取部に
対して前記記録媒体を搬送する搬送機構と、該搬送機構により搬送される前記記録媒体に
記録する記録部とを備え、前記光学読取部は、長手形状に構成され、前記搬送機構によっ
て前記記録媒体が搬送される搬送路の幅方向に延設され、前記搬送路に位置する前記記録
媒体に近接するように前記搬送路に向けて付勢され、前記搬送路に連なる挿入口に、前記
記録媒体を前記光学読取部の幅方向の中心を通る位置に案内する案内部を設けたことを特
徴とする記録装置を提供する。
　この構成によれば、挿入口に設けた案内部によって、記録媒体が、搬送路の幅方向に延
設された光学読取装置の幅方向の中心に案内されるため、記録媒体を光学読取装置の中心
で挟み込むようにして読み取ることができる。これにより、記録媒体のサイズにかかわら
ず、記録媒体に対して付勢された光学読取装置が傾くことを防止でき、光学読取装置を記
録媒体に密着させることができるため、確実に読み取りを行うことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、読取対象物のサイズにかかわらず、読取対象物の表面を光学的に読み
取る光学読取部に読取対象物を密着させて、確実に読み取りできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態におけるドットインパクトプリンターの外観斜視図である。
【図２】プリンター本体を示す斜視図である。
【図３】プリンター本体の側断面図である。
【図４】プリンター本体の前部を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本実施形態に係るドットインパクトプリンター（記録装置）の外観を示す正面
斜視図である。図２は、プリンター本体１１を示す外観斜視図である。図３は、図１のド
ットインパクトプリンター１０を示す側断面図である。
　図１に示す記録装置としてのドットインパクトプリンター１０は、記録ヘッド１８（図
２、図３参照）が備える複数の記録ワイヤーを、リボンカートリッジ（図示略）から繰り
出したインクリボン（図示略）を介して記録媒体Ｓａ（読取対象物）に押し付け、この記
録媒体Ｓａの記録面上にドットを形成することにより、文字や記号、画像等を記録するも
のである。
　また、ドットインパクトプリンター１０は、光学読取装置２００（図３参照）を有し、
この光学読取装置２００によって記録媒体Ｓａの表面に表示された文字や記号、画像等を
読み取り可能である。
　以下の説明では、図３中の左側をフロント（前）側とし、図３中の右側をリア（後）側
とする。
【００１３】
　ドットインパクトプリンター１０で使用可能な記録媒体としては、所定長さに切断され
たカットシートと、複数枚が連接された連続シートとがある。カットシートとしては、例
えば単票紙や単票複写紙などの他、通帳や葉書、封筒、カードなどがあり、連続シートは
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複数枚の紙が連接された連続紙や複写紙が連接された連続複写紙等を含む。
　図１に示す記録媒体Ｓａは通帳であり、ここでいう通帳とは、複数枚の記録用紙が綴じ
られた冊子形態となっており、この冊子を開いた内側の面が記録面となっている。さらに
、通帳の裏表紙には、磁気ストライプＭＳが設けられている。この磁気ストライプＭＳに
は磁気的に各種情報を記録し、読み取ることが可能である。
　なお、以下の説明において、矩形の記録媒体Ｓａの４辺のうち、ドットインパクトプリ
ンター１０へ向かって差し込まれる側の辺を先端とし、この先端と対向する側の辺を後端
とする。
【００１４】
　ドットインパクトプリンター１０は、図１に示すように、外装体としての上部カバー１
２、上部ケース１３及び下部ケース１４を備えており、上部ケース１３及び下部ケース１
４の前面には、記録媒体Ｓａを挿入あるいは排出する手差口１５（挿入口）が開口してい
る。また、下部ケース１４には、手差口１５から前側に突出した媒体挿入台６０が設けら
れている。
　ドットインパクトプリンター１０は、図２に示すように、上部カバー１２、上部ケース
１３及び下部ケース１４に覆われるプリンター本体１１を有している。このプリンター本
体１１は、下本体部１１Ａと、この下本体部１１Ａの後端部に軸１１Ｃで支持される上本
体部（図示略）とを備え、下本体部１１Ａは、上部ケース１３及び下部ケース１４（図１
）に収納される。上記上本体部は、上本体部の左側面に設置されている開閉レバー（図示
略）の操作によって回転され、上本体部が開かれるとプリンター本体１１内部が露出され
る。
【００１５】
　図２及び図３に示すように、プリンター本体１１は、ベースフレーム１６、右サイドフ
レーム１７Ａ及び左サイドフレーム１７Ｂを備えた本体フレームと、記録ヘッド１８（記
録部）及びキャリッジ１９を備えた記録機構部２０と、プラテン２１、第１駆動ローラー
２２Ａ、第１従動ローラー２２Ｂ、第２駆動ローラー２３Ａ、第２従動ローラー２３Ｂ、
第３駆動ローラー１２４Ａ、第３従動ローラー１２４Ｂ、下案内面２４Ａ、上案内面２４
Ｂ、媒体搬送モーター２６及び駆動輪列部２７を備えた搬送機構１００と、記録媒体Ｓａ
を整列させる整列板２８を備えた整列機構３０と、記録媒体Ｓａの磁気ストライプＭＳに
記録された情報の読み取りを行う磁気ヘッド３４を備えた磁気データ読書部２９と、磁気
ストライプＭＳの読み取りを含む磁気情報処理の実行時に、記録媒体Ｓａの浮き上がりを
抑制すべく、記録媒体Ｓａ上から押える媒体押え部３５と、を有している。
　また、光学読取装置２００は、表面スキャナー１１１（光学読取部）、裏面スキャナー
１１２、及び、搬送機構１００を備えて構成される。
【００１６】
　ベースフレーム１６の略両端部には、右サイドフレーム１７Ａ及び左サイドフレーム１
７Ｂが立設されている。これら両サイドフレーム１７Ａ、１７Ｂの間には、キャリッジガ
イド軸３１が架け渡されると共に、両サイドフレーム１７Ａ、１７Ｂ間に平坦な下案内面
２４Ａが固定して設けられる。そして、下案内面２４Ａの上方には、下案内面２４Ａに対
向して上案内面２４Ｂが配設されている。下案内面２４Ａと上案内面２４Ｂとの間の空間
は、記録媒体Ｓａが搬送される搬送路Ａを構成し、この搬送路Ａは、プラテン２１の前方
側に位置する前媒体案内部２４、及び、プラテン２１の後方側に位置する後媒体案内部２
５を有している。手差口１５から挿入された記録媒体Ｓａは、前媒体案内部２４を通って
プラテン２１の側へ、或いは、プラテン２１を越えて後媒体案内部２５の表面スキャナー
１１１側へ搬送される。
　プラテン２１の上方には、プラテン２１に対向するように記録ヘッド１８が配置されて
いる。
【００１７】
　キャリッジ１９は、キャリッジガイド軸３１に摺動自在に挿通され、当該キャリッジ１
９を駆動するキャリッジ駆動モーター（図示略）の正転又は逆転により、無端形状の駆動
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ベルト（図示略）を介して駆動され、キャリッジガイド軸３１に案内されて往復移動され
る。キャリッジ１９の移動方向は、図１中符号Ｘで示す方向、すなわち、キャリッジガイ
ド軸３１の軸方向及びプラテン２１の長手方向と一致する主走査方向である。また、キャ
リッジ１９の移動（走査）範囲は、一対のサイドフレーム１７Ａ、１７Ｂの間である。な
お、キャリッジ１９の主走査方向Ｘに直交する方向、すなわち図１中符号Ｙで示す方向を
、副走査方向とする。
　キャリッジ１９に搭載される記録ヘッド１８は、キャリッジ１９と共に主走査方向に走
行される間に、その先端面においてプラテン２１に対向するワイヤー突出部（図示略）か
ら記録ワイヤーを突出させてインクリボンに打ち当て、このインクリボンのインクを、プ
ラテン２１と記録ヘッド１８との間に搬送される記録媒体Ｓａに付着させて、記録媒体Ｓ
ａに記録を行う。このインクリボンは、上記の本体フレーム又はキャリッジ１９に装着さ
れるリボンカートリッジ（図示略）内に折り畳まれて収納され、キャリッジ１９の走査に
伴って繰り出される。
　プラテン２１は、キャリッジ１９の走行方向に延在して平面形状に形成され、その両端
が、付勢ばね４１により記録ヘッド１８に向けて付勢されると共に弾性支持され、搬送さ
れる記録媒体の厚さに応じて上下に変位する。
【００１８】
　搬送機構１００は、第１駆動ローラー２２Ａ、第１従動ローラー２２Ｂが、プラテン２
１及び記録ヘッド１８に対してプリンター本体１１のフロント側に配置され、第２駆動ロ
ーラー２３Ａ、第２従動ローラー２３Ｂが、プラテン２１及び記録ヘッド１８に対してプ
リンター本体１１のリア側に配置され、第３駆動ローラー１２４Ａ、第３従動ローラー１
２４Ｂが、表面スキャナー１１１のリア側に配置されて構成される。第１駆動ローラー２
２Ａと第１従動ローラー２２Ｂとは、上下方向に配置されて対をなし、第２駆動ローラー
２３Ａと第２従動ローラー２３Ｂとは、上下方向に配置されて対をなし、第３駆動ローラ
ー１２４Ａと第３従動ローラー１２４Ｂとは、上下方向に配置されて対をなす。
　第１駆動ローラー２２Ａ、第２駆動ローラー２３Ａ及び第３駆動ローラー１２４Ａは、
媒体搬送モーター２６及び駆動輪列部２７によって回転駆動される駆動ローラーであり、
第１従動ローラー２２Ｂ、第２従動ローラー２３Ｂ及び第３従動ローラー１２４Ｂは、そ
れぞれ第１駆動ローラー２２Ａ、第２駆動ローラー２３Ａ、及び、第３駆動ローラー１２
４Ａ側に所定の押圧力でばね４２Ａ、４２Ｂ、４２Ｃによりばね付勢されている従動ロー
ラーである。これによって、第１駆動ローラー２２Ａと第１従動ローラー２２Ｂとが互い
に反対方向に回転駆動され、第２駆動ローラー２３Ａと第２従動ローラー２３Ｂとが互い
に反対方向に回転駆動され、第３駆動ローラー１２４Ａと第３従動ローラー１２４Ｂとが
互いに反対方向に回転駆動される。
【００１９】
　第１駆動ローラー２２Ａは、記録媒体Ｓａの幅方向に延びる第１ローラー軸３２に円筒
状のローラー２（搬送ローラー）が複数挿通されて構成されている。各々のローラー２は
、第１ローラー軸３２の軸方向に互いに略等間隔をあけて配設され、下案内面２４Ａの開
口から搬送路Ａ内に露出している。また、第１従動ローラー２２Ｂ、第２駆動ローラー２
３Ａ、第２従動ローラー２３Ｂ、第３駆動ローラー１２４Ａ及び第３従動ローラー１２４
Ｂも第１駆動ローラー２２Ａと同様に、軸に対してローラーが複数挿通されて構成されて
いる。第１従動ローラー２２Ｂ、第２駆動ローラー２３Ａ、第２従動ローラー２３Ｂ、第
３駆動ローラー１２４Ａ及び第３従動ローラー１２４Ｂの各々において各ローラー２が設
けられた位置は、軸方向において第１駆動ローラー２２Ａの各ローラー２と同一の位置で
ある。このように、各ローラー２が間隔をあけて配置されているため、ローラー２を設け
る量を削減できると共に、上下のローラー２の接触面積が必要以上に増加しないため、各
ローラー２を駆動する媒体搬送モーター２６の負荷を低減できる。
【００２０】
　駆動輪列部２７は、図２に示すように、右サイドフレーム１７Ａの外側に配置される。
この駆動輪列部２７は、正転及び逆転可能な媒体搬送モーター２６の駆動軸に回転一体に
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固定されたモーターピニオン５１を備える。このモーターピニオン５１からの駆動力が、
減速ギア５２、第２駆動ギア５３Ｂ、中間ギア５４、第１駆動ギア５３Ａ、及び、駆動ベ
ルト（図示略）等によって各駆動ローラーを同一方向に回転させ、記録媒体Ｓａをプリン
ター本体１１内に搬送する。図３に示す第１駆動ローラー２２Ａ、第２駆動ローラー２３
Ａ、及び、第３駆動ローラー１２４Ａは、媒体搬送モーター２６が正転している場合、副
走査方向に沿って、図３中符号Ｆで示すようにプリンター本体１１内に記録媒体Ｓａを搬
送し、媒体搬送モーター２６が逆転している場合、図３中符号Ｒで示すように、プリンタ
ー本体１１内から排出する方向に記録媒体Ｓａを搬送する。
【００２１】
　整列機構３０は、記録ヘッド１８により記録媒体Ｓａに記録を行う前に、或いは、光学
読取装置２００により記録媒体Ｓａを読み取る前に記録媒体Ｓａを整列する機構である。
　整列機構３０は、第１駆動ローラー２２Ａ、第１従動ローラー２２Ｂ、前媒体案内部２
４、整列板２８、及び整列板２８を駆動する整列モーター（図示略）を備えて構成される
。整列機構３０は、搬送路Ａに突出した整列板２８に対し、記録媒体Ｓａの先端部を突き
当てることで記録媒体Ｓａの向きを変え、記録媒体Ｓａを整列する。
【００２２】
　そして、ドットインパクトプリンター１０は、記録ヘッド１８の走査位置の近傍におい
て記録媒体Ｓａを検出する各種センサーを備えている。
　第１駆動ローラー２２Ａの近傍には、搬送路Ａにおける記録媒体Ｓａの有無を検出する
媒体検出センサー４７が、キャリッジ１９の主走査方向に沿って複数設置されている。媒
体検出センサー４７は、搬送路Ａに向けて光を発する光源と、その反射光を検出する受光
部とを備えた反射型光センサー、或いは、搬送路Ａを挟んで対向するように光源と受光部
とを配した透過型光センサーである。媒体検出センサー４７は、手差口１５からの記録媒
体Ｓａの挿入、及び、プリンター本体１１内からの記録媒体Ｓａの排出完了を検出するた
めのセンサーである。
　キャリッジ１９には、記録媒体Ｓａの幅を検出する媒体幅センサー５５が搭載され、こ
の媒体幅センサー５５はキャリッジ１９と共にプラテン２１上を走査される。従って、キ
ャリッジ１９の走査時に媒体幅センサー５５よって記録媒体Ｓａの幅方向の端を検出し、
その検出位置とキャリッジ１９の走査位置とを対応付けることにより、記録媒体Ｓａの位
置を求めることができる。
　すなわち、ドットインパクトプリンター１０では、媒体幅センサー５５によって記録媒
体Ｓａの位置を検出可能なため、検出された記録媒体Ｓａの位置に対応させてキャリッジ
１９を制御することで、記録媒体Ｓａが挿入された位置にかかわらず、記録ヘッド１８に
よる記録を行うことができ、さらに、光学読取装置２００による読み取りを行うことがで
きる。つまり、ドットインパクトプリンター１０においては、手差口１５の幅方向の任意
の位置から記録媒体Ｓａを挿入して記録及び読み取りを実行できる。
【００２３】
　また、第１駆動ローラー２２Ａの後方には、キャリッジ１９の主走査方向に沿って、８
個の整列検出センサー５８が互いに間隔をあけて並べて配設される。これら８個の整列検
出センサー５８は、例えば、媒体検出センサー４７と同様に、搬送路Ａを挟んで上下に対
向する発光部（ＬＥＤ等）と受光部（フォトトランジスター等）により構成され、記録媒
体Ｓａの有無を検出する。これら整列検出センサー５８は、整列板２８が搬送路Ａに突出
した状態で、整列板２８に突き当てられた記録媒体Ｓａの有無を検出する。これにより、
整列検出センサー５８の出力に基づいて、整列板２８による整列後の記録媒体Ｓａの搬送
方向に対する傾きが、許容される傾きの範囲内にあるか否かを判定することができる。例
えば、主走査方向に並ぶ整列検出センサー５８のうち、隣り合う２個が記録媒体Ｓａを同
時に検出した場合、整列が完了したと判断される。
　また、ドットインパクトプリンター１０は、媒体搬送モーター２６の駆動制御、キャリ
ッジ１９の走行制御、記録ヘッド１８の記録ワイヤーによる記録動作の制御、光学読取装
置２００の読み取り動作の制御等、ドットインパクトプリンター１０の全体を制御する制
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御部として、例えばプリンター本体１１の後側の下方に、制御基板部（図示略）を備えて
いる。
【００２４】
　ここで、ドットインパクトプリンター１０の整列に関わる動作を説明する。まず、電源
投入時、整列板２８が搬送路Ａに突出する。次にドットインパクトプリンター１０は、手
差口１５から挿入される記録媒体Ｓａを媒体検出センサー４７によって検出すると、第１
駆動ローラー２２Ａを駆動する。そして、記録媒体Ｓａは、第１駆動ローラー２２Ａ及び
第１従動ローラー２２Ｂにより搬送され、整列板２８に対し先端部が突き当てられて整列
が行われる。その後、ドットインパクトプリンター１０は、整列板２８の前に並ぶ各整列
検出センサー５８によって記録媒体Ｓａの先端部の状態を検出し、整列が正しく実施され
たか否かを判定する。この判定により、記録媒体Ｓａの整列が正しく実施されたと判断さ
れた場合には、記録媒体Ｓａを記録ヘッド１８又は光学読取装置２００へ搬送し、記録或
いは読み取りを実行する。一方、記録媒体Ｓａの整列が正しく実施されていないと判断さ
れた場合には、ドットインパクトプリンター１０は再度、整列動作を行うことができ、さ
らに、繰り返し整列動作を行っても整列ができなければ、記録媒体Ｓａを手差口１５から
排出する。
【００２５】
　図３に示すように、裏面スキャナー１１２は、記録媒体Ｓａの裏面側に記録されている
文字や記号、画像等の情報を読み取るイメージセンサーである。表面スキャナー１１１は
、裏面スキャナー１１２と対向する位置に配置され、搬送される記録媒体Ｓａの表面側に
記録されている情報を読み取るイメージセンサーである。表面スキャナー１１１及び裏面
スキャナー１１２は、第２駆動ローラー２３Ａと第３駆動ローラー１２４Ａとの間に配置
され、搬送中の記録媒体Ｓａの情報を連続的に読み取る。表面スキャナー１１１及び裏面
スキャナー１１２は、例えば、ＣＩＳ（Contact Image Sensor）型の画像読取センサーで
あり、記録媒体Ｓａに密着する平坦なガラス面１１１Ａ、１１２Ａと、ＬＥＤ等の光源か
ら出力される光を記録媒体Ｓａの読み取り領域に対して照射する照射部（図示略）と、主
走査方向（Ｘ方向）に一列に配列された複数の受光センサー（図示略）と、この受光セン
サーからの信号を上記制御基板部に出力する出力部（図示略）と、をそれぞれ備えて構成
される。ここでは表面スキャナー１１１及び裏面スキャナー１１２としてＣＩＳ型を用い
たが、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）型を用いてもよい。
【００２６】
　また、図２に示すように、裏面スキャナー１１２はプラテン２１と略平行にドットイン
パクトプリンター１０の幅方向に延在して長手形状に構成され、ガラス面１１２Ａが下案
内面２４Ａの開口から後媒体案内部２５に露出している。
　表面スキャナー１１１は、図３に示すように、ガラス面１１１Ａがガラス面１１２Ａに
対向するように裏面スキャナー１１２の上方に設けられ、幅方向においても裏面スキャナ
ー１１２と略同一の長さの長手形状に形成されている。また、表面スキャナー１１１及び
裏面スキャナー１１２の各々における長手方向の両端は、幅方向において一致した位置に
ある。
　表面スキャナー１１１の上部には付勢部材１１３が設けられ、表面スキャナー１１１は
、付勢部材１１３によって後媒体案内部２５の記録媒体Ｓａに対して近接するように付勢
されている。また、付勢部材１１３は、表面スキャナー１１１を幅方向に渡って略均一な
力で裏面スキャナー１１２側に押し付けている。ここで、付勢部材１１３としては、コイ
ルばねや板ばね、弾性を有するエラストマー等を使用することができる。
　また、ガラス面１１１Ａとガラス面１１２Ａとの間には、所定の厚さの記録媒体が入り
込み可能な間隔が設けられており、記録媒体Ｓａを読み取る際には、搬送された記録媒体
Ｓａによって表面スキャナー１１１が上方に押し退けられ、付勢部材１１３が縮むことに
よりガラス面１１１Ａとガラス面１１２Ａとの間を記録媒体Ｓａが通過可能となる。すな
わち、光学読取装置２００では、付勢部材１１３によって付勢された表面スキャナー１１
１によって記録媒体Ｓａを裏面スキャナー１１２側に押し付けることで、記録媒体Ｓａと
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ガラス面１１１Ａ、１１２Ａとを確実に密着させて、読み取り品質を向上させている。
【００２７】
　ところで、ドットインパクトプリンター１０は、記録媒体Ｓａよりも小型のカード型記
録媒体Ｓｂ（読取対象物）を用いることも可能である。
　図４は、プリンター本体１１の前部を示す平面図である。ここで、図４には、表面スキ
ャナー１１１は図示されていないが、上述のように、表面スキャナー１１１は幅方向に裏
面スキャナー１１２と略同一の長さを有し、裏面スキャナー１１２の上方に対向して設け
られている。
　図４では、プリンター本体１１と共に、記録媒体として矩形のカード型記録媒体Ｓｂ（
読取対象物）を示している。カード型記録媒体Ｓｂは、記録媒体Ｓａよりも幅が小さく形
成されたＩＤカードであり、その表裏には表面スキャナー１１１及び裏面スキャナー１１
２によって読み取られるべき情報がそれぞれ記録されている。ここで、記録媒体Ｓａの幅
Ｗは、幅方向に並んだ任意の３つのローラー２の内の両端に位置するローラー２の内側端
の間の間隔Ｌよりも僅かに小さい。このため、カード型記録媒体Ｓｂを手差口１５に挿入
する位置によっては、カード型記録媒体Ｓｂは幅方向において１箇所のローラー２にしか
狭持されない可能性がある。
【００２８】
　搬送路Ａに連なる手差口１５は、前方へ略水平に突出した媒体挿入台６０を有し、この
媒体挿入台６０は、キャリッジ１９の走行可能範囲に対応して幅広に形成され、主走査方
向に沿って延在している。媒体挿入台６０は、手差口１５に挿入されるカード型記録媒体
Ｓｂや記録媒体Ｓａを下方から支持し、記録媒体の挿入を安定させている。
　また、媒体挿入台６０には、カード型記録媒体Ｓｂの搬送方向に延びる凹形状部６１（
案内部）が形成されている。凹形状部６１は、媒体挿入台６０の上面を一段窪ませて形成
され、媒体挿入台６０の幅方向の中央に位置している。さらに、凹形状部６１が設けられ
た位置は、ドットインパクトプリンター１０の幅方向において、表面スキャナー１１１及
び裏面スキャナー１１２の幅方向の中心Ｃの位置に一致している。凹形状部６１の幅は、
カード型記録媒体Ｓｂの幅よりも僅かに大きく形成されており、凹形状部６１に載置され
たカード型記録媒体Ｓｂは、凹形状部６１の幅方向の両側壁部６１Ａによって幅方向の両
端をそれぞれガイドされて搬送される。
【００２９】
　ドットインパクトプリンター１０の中央部に並べて設けられた各２箇所の媒体検出セン
サー４７Ａ及び整列検出センサー５８Ａは、ドットインパクトプリンター１０の幅方向の
位置において凹形状部６１に重なっている。すなわち、凹形状部６１によって案内されて
表面スキャナー１１１の側に搬送されるカード型記録媒体Ｓｂは、２箇所の媒体検出セン
サー４７Ａ及び２箇所の整列検出センサー５８Ａによって検出される。
　また、凹形状部６１は、ドットインパクトプリンター１０の幅方向の位置において、第
１駆動ローラー２２Ａのローラー２の内、ドットインパクトプリンター１０の中央部に並
べて設けられた２つのローラー２Ａに跨っている。すなわち、凹形状部６１によって案内
されて表面スキャナー１１１の側に搬送されるカード型記録媒体Ｓｂは、第１駆動ローラ
ー２２Ａが有する幅方向中央の２つのローラー２Ａとローラー２Ａと対の第１従動ローラ
ー２２Ｂの２つのローラー２とによって狭持されて搬送される。
【００３０】
　ここで、ドットインパクトプリンター１０によるカード型記録媒体Ｓｂの読み取り動作
の概略を説明する。
　まず、カード型記録媒体Ｓｂが、凹形状部６１に載置するようにして手差口１５に挿入
されると、凹形状部６１に案内されたカード型記録媒体Ｓｂは、媒体検出センサー４７Ａ
上を通過し、ドットインパクトプリンター１０は媒体検出センサー４７Ａによってカード
型記録媒体Ｓｂの挿入を検出し、第１駆動ローラー２２Ａを駆動する。そして、カード型
記録媒体Ｓｂは、幅方向の中央の２つのローラー２Ａ及びローラー２Ａと対の第１従動ロ
ーラー２２Ｂのローラー２により搬送され、整列板２８に対し先端部が突き当てられて整
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列が行われる。この際、カード型記録媒体Ｓｂは、凹形状部６１によって中央の２つの整
列検出センサー５８Ａ上を通るように案内されるため、確実にカード型記録媒体Ｓｂの整
列状態を検出できる。さらに、幅方向に隣接した２組のローラー２によってカード型記録
媒体Ｓｂを整列板２８に突き当てるため、水平面内でカード型記録媒体Ｓｂを回転させる
ようにしてカード型記録媒体Ｓｂの搬送方向における傾き（スキュー）を補正でき、効果
的に整列できる。また、凹形状部６１によってカード型記録媒体Ｓｂを、幅方向に隣接し
た２組のローラー２に案内するため、幅が小さいカード型記録媒体Ｓｂを搬送するために
専用のローラーを設ける必要が無く、構造を簡単にできる。
【００３１】
　その後、カード型記録媒体Ｓｂの整列が正しく実施されたと判断されると、カード型記
録媒体Ｓｂは、第２駆動ローラー２３Ａ及び第２従動ローラー２３Ｂによって、表面スキ
ャナー１１１の側に搬送され、表面スキャナー１１１と裏面スキャナー１１２との間に入
り込み、付勢部材１１３によって付勢された表面スキャナー１１１によって表面スキャナ
ー１１１と裏面スキャナー１１２との間に狭持された状態で、搬送されながら連続的に表
裏の面を読み取られる。この際、カード型記録媒体Ｓｂは、凹形状部６１によって、表面
スキャナー１１１及び裏面スキャナー１１２の幅方向の中心Ｃを通る中央部を通過するよ
うに案内されるため、表面スキャナー１１１が裏面スキャナー１１２の側に斜めに傾くこ
とを防止でき、表面スキャナー１１１及び裏面スキャナー１１２をカード型記録媒体Ｓｂ
に密着させることができる。
【００３２】
　すなわち、カード型記録媒体Ｓｂが表面スキャナー１１１の幅方向の端部側に偏って搬
送されず、中央部を通過するため、幅が小さいカード型記録媒体Ｓｂを読み取る場合にお
いても表面スキャナー１１１の傾きを防止でき、表面スキャナー１１１及び裏面スキャナ
ー１１２をカード型記録媒体Ｓｂに密着させることができる。特に、カード型記録媒体Ｓ
ｂの幅方向のサイズが表面スキャナー１１１の長さの半分以下である場合、カード型記録
媒体Ｓｂが手差口１５のいずれかの端に偏って挿入されると表面スキャナー１１１が傾く
可能性が高くなり、大きく傾くと表面スキャナー１１１が密着しない箇所ができるおそれ
がある。本実施の形態では、カード型記録媒体Ｓｂが中心Ｃに案内されるため、カード型
記録媒体Ｓｂの幅にかかわらず表面スキャナー１１１の傾きを防止できる。
　読み取りが終了すると、搬送機構１００は逆回転され、カード型記録媒体Ｓｂは凹形状
部６１を経て手差口１５に排出される。
　なお、ここでは、カード型記録媒体Ｓｂを整列した後、表面スキャナー１１１と裏面ス
キャナー１１２の読み取りを行うものとして説明したが、整列の後に記録ヘッド１８によ
ってカード型記録媒体Ｓｂに記録し、その後、読み取りを実行しても良い。
【００３３】
　以上説明したように、本発明を適用した実施の形態によれば、手差口１５に設けた凹形
状部６１によって、カード型記録媒体Ｓｂが、後媒体案内部２５の幅方向に延設された表
面スキャナー１１１の幅方向の中心Ｃに案内されるため、カード型記録媒体Ｓｂを表面ス
キャナー１１１の中央部で挟み込むようにして読み取ることができる。これにより、カー
ド型記録媒体Ｓｂの幅方向のサイズにかかわらず、カード型記録媒体Ｓｂに対して付勢さ
れた表面スキャナー１１１が傾くことを防止でき、表面スキャナー１１１をカード型記録
媒体Ｓｂに密着させることができるため、確実に読み取りを行うことができる。
　また、幅方向に複数並ぶ上下一対の第１駆動ローラー２２Ａ及び第１従動ローラー２２
Ｂが有するローラー２の内、幅方向に並ぶ２組のローラー２によってカード型記録媒体Ｓ
ｂが搬送されるため、カード型記録媒体Ｓｂが傾いた状態で搬送されることを防止できる
と共に、カード型記録媒体Ｓｂの幅方向のサイズにかかわらず、カード型記録媒体Ｓｂを
安定して搬送できる。
【００３４】
　また、カード型記録媒体Ｓｂの先端を第１駆動ローラー２２Ａ及び第１従動ローラー２
２Ｂによって整列板２８に突き当てて整列する際に、凹形状部６１によって２つの整列検
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方向のサイズにかかわらず、整列状態を正しく検出して確実に整列できる。
　さらに、凹形状部６１によってカード型記録媒体Ｓｂが媒体検出センサー４７に案内さ
れるため、カード型記録媒体Ｓｂの幅方向のサイズにかかわらず、カード型記録媒体Ｓｂ
の挿入を確実に検出できる。
　さらにまた、手差口１５に凹形状部６１を設ける簡単な構成でカード型記録媒体Ｓｂを
案内できる。また、凹形状部６１は窪んでいるため、凹形状部６１の幅よりも幅の大きい
記録媒体Ｓａのような記録媒体を手差口１５に挿入する際に邪魔にならない。
【００３５】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものでは
ない。上記実施の形態では、凹形状部６１は、ドットインパクトプリンター１０の幅方向
の位置において、第１駆動ローラー２２Ａのローラー２の内、中央部の２つのローラー２
Ａに跨っているものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、凹形状
部６１は、幅方向の少なくとも２つ以上のローラー２に跨る位置にカード型記録媒体Ｓｂ
を案内すれば良く、例えば、中央部に３つのローラー２を設け、３つのローラー２に跨る
位置にカード型記録媒体Ｓｂを案内しても良い。
　また、上記実施の形態では、凹形状部６１は、カード型記録媒体Ｓｂの幅よりも僅かに
大きく形成され、カード型記録媒体Ｓｂを案内するものとして説明したが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、媒体挿入台６０の幅方向の中央に複数段の幅を有する凹形状
部を設け、種々の幅の記録媒体を表面スキャナー１１１の中央部に案内できるように構成
しても良い。例えば、凹形状部６１の幅方向の外側に、凹形状部６１の深さより浅い凹形
状部を、記録媒体Ｓａの幅に合わせて形成しても良い。
　さらに、本発明はドットインパクト式のプリンターに限らず、インクジェット式のプリ
ンターや、感熱媒体を加熱して画像を記録するサーマルプリンターにおいても適用可能で
ある。さらに、ドットインパクトプリンター１０のように独立したプリンターとして使用
される機器に限らず、他の機器（ＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈ
ｉｎｅ）やＣＤ（Ｃａｓｈ　Ｄｉｓｐｅｎｓｅｒ）等）に組み込まれたものであってもよ
く、多様な機器に適用可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　２…ローラー（搬送ローラー）、１０…ドットインパクトプリンター（記録装置）、１
５…手差口（挿入口）、１８…記録ヘッド（記録部）、２８…整列板、３０…整列機構、
４７…媒体検出センサー、５８…整列検出センサー、６１…凹形状部（案内部）、１００
…搬送機構、１１１…表面スキャナー（光学読取部）、２００…光学読取装置、Ａ…搬送
路、Ｃ…中心、Ｓａ…記録媒体（読取対象物）、Ｓｂ…カード型記録媒体（読取対象物）
。
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